
長野県からのお知らせです 
2003.8.5 
 
 
 
 

食中毒注意報を発令しました 
(8 月 5 日～8 月 7 日まで) 

 
 

食中毒菌が非常に増えやすい、高温・多湿の

気象条件が続いていますので、県民の皆さんは

特に次の点に注意するよう心がけましょう！ 
 
 

【買い物の後】 

・生鮮食料品の買い物が終わったら、寄り道し

ないですぐに帰りましょう。 
 
・肉や魚の汁が野菜など他の食品につかないよ

う、ビニール袋などに入れて持ち帰りましょう。 
 

・生鮮食品は、家に帰ったらすぐに冷蔵庫や冷

凍庫に保存しましょう。 

 

 

●内容に関するご意見・お問い合わせ先 

・長野県庁衛生部食品環境水道課  
（電話 026-235-7155, FAX 026-232-7288, 電子ﾒｰﾙ syokukan@pref.nagano.jp） 

・最寄りの保健所食品衛生相談窓口 


